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【好評につき再登壇！】 

リーガルテック業界団体代表理事を務める弁護士が教える  

生成 AI 時代のリーガルテックの利活用実務 

-リーガルテックを適法とする法務省ガイドラインの公表を踏まえて- 

講師 松尾
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桃尾・松尾・難波法律事務所   

パートナー弁護士  

AI・契約レビューテクノロジー協会代表理事 

日時 ２０２３年１０月 2 日（月）午後１時３0 分～午後４時３0 分  
  
■このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。  

■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。 
 

ChatGPT 等の生成 AI が、様々な分野で大きな業務変革を引き起こし始めており、将来の業務が大きく変わると予想

されています。とりわけ、法務分野においては、リーガルテックの利用が注目されています。2023 年 8 月 1 日には法務省

がリーガルテックを適法とするガイドラインを公表しており、より安心してユーザーの皆様がリーガルテックを利用できるよう

になっています。 

このようなますます注目される生成 AI を含む最新のリーガルテックの利活用方法について、リーガルテック  業界団体

代表理事を兼任する弁護士の講師が、法務省ガイドラインの内容、生成 AI でリーガルテックはどう発展するか、社内ル

ールはどう作るか、そして、リーガルテックを利用して法務業務をどう効率化するかをたっぷり 3 時間語ります。 

１. 法務省ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの内容とその実務的意義  

（１）ﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸを適法とする法務省ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ （２）法務省ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ公表までの経緯  

（３）法務省ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの事件性に関する議論  （４）法務省ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの鑑定等該当性に関する議論  

（５）法務省ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの実務的意義  

２. 生成 AI のﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸへの組み込みと今後の発展  

（１）生成 AI の契約ﾚﾋﾞｭｰ AI への組込みと今後の発展  （２）生成 AI のﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ系ﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸへの組み込みと今後の発展  

（３）生成 AI のﾘｻｰﾁ系ﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸへの組み込みと今後の発展  （４）生成 AI のその他のﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸへの組み込みと今後の発展  

３. 生成 AI を含むﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸの利活用のための社内ルール策定実務  

（１）生成 AI に対応した社内ﾙｰﾙ策定実務   

（２）ﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸを含む様々なﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄに続々と生成 AI が組み込まれることを踏まえた改訂等の対応  

（３）その他のﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸに関する社内ﾙｰﾙのﾎﾟｲﾝﾄ 

４. 生成 AI を含むﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸの上手な利活用方法  

（１）生成 AI の実務での利活用方法  （２）契約ﾚﾋﾞｭｰ AI の実務での利活用方法  

（３）ﾘｻｰﾁ系ﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸの実務での利活用方法（４）ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化に向けて 

 

 

【講師紹介】   桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士（60 期・一弁），NY 州弁護士，法学博士，慶應義塾大学特任准教授， 

AI・契約レビューテクノロジー協会代表理事，リーガルテック企業プロダクト・アドバイザー。 

主な書籍として『ChatGPT の法律（仮）』（中央経済、共著、2023 年）、『法律実務のための ChatGPT・AI・リーガルテック活用術（仮）』

（弘文堂、単著、2023 年）【5/22 がこの本の解禁日です。5/22 よりも前に広報を始めるなら削除ください。】、『紛争解決のためのシス

テム開発法務: AI・アジャイル・パッケージ開発等のトラブル対応』（法律文化社、共著、2022 年）、『キャリアデザインのための企業法

務入門』（有斐閣、単著、2022 年）。 

主な論文として「リーガルテックと弁護士法に関する考察」情報ネットワーク・ローレビュー18 号 1 頁以下。主な登壇歴として，「最新 AI

技術と法務実務への影響～弁護士と企業法務がChatGPTを考える～」「ChatGPTで変わる組織内弁護士・法務部門 ver.1 ― プロ

ダクトデモを踏まえた AI とリーガルリスクマネジメントによる価値共創」他。Note 上の「ChatGPT 等の AI 技術の発展と弁護士実務への

影響」が話題を呼んだ。   ※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。  

 ■主催  金融財務研究会                     
     h t t p s : / / w w w. k i n y u . c o . j p  

Facebook：https://www.facebook.com/keichoken  
Twitter：https://twitter.com/keichoken05  
Blog：https:// www.kinyu.co.jp/blog/ 

 

受講者の方（Zoom を含む）に、講師の著作である、『ChatGPT と法律実務』（弘文堂）を 

本セミナーの教材としてプレゼント致します。  

会場または Zoom 

https://www.kinyu.co.jp/


 ２０２３年１０月２日（月） 

１３：３０～１６：３０ 

茅場町･グリンヒルビル 

金融財務研究会本社 セミナールーム 
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 
TEL 03-5651-2030 
地下鉄東西線・日比谷線  茅場町駅  

６番出口より徒歩１分（開場は開演の３０分前です。）  

【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がる  

パソコンがあれば、どこでも受講できます。当日のご参加が難しいお客様
には、録画した動画を後日配信することが可能です。  
 

１名につき３５ ,３００円（消費税、参考資料を含む）  
１社２名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お２人目から１名につき
３０,０００円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。  
 
金融財務研究会  ホームページ https://www.kinyu.co.jp/ 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル  

TEL 03-5651-2030  FAX 03-5695-8005 
 
上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書を FAX 又は郵送い
ただいてのお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参
加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合
等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）クレジットカ
ードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しま
せんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および
経営調査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。 (但し新しいセミ
ナーの参加費との差額が 2,000 円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、
振替は 1 年以内にお願いいたします。 )   
ご記入いただきました個人情報はセミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などが
ないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。  

普通預金 口座名  (株)金融財務研究会  
 
三菱 UFJ 銀行 本   店  1642356 三井住友銀行  本店営業部  7397637 

三菱UFJ信託銀行 本   店  2818151 みずほ銀行  東京営業部  1427715 

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行  東京営業部  1693669 
 
◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、

Discover がご利用いただけます。 
 

切らずにこのままお送り下さい  
  

ﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸ業界団体代表理事を務める弁護士が

教える生成 AI 時代のﾘｰｶﾞﾙﾃｯｸの利活用実務 
【会場または Zoom】１０／２  

 
参加申込書 

FAX 03-5695-8005 
 
２０２３年  月    日  

下記に✓を入れてください。 

□会場受講 

□Zoom受講 □後日配信 

 

弊社からのお知らせ、メルマガ

の送信を 

□受信する □受信しない 
 

クレジットカードをご利用の場

合は下記に✓を入れて下さい。 

□クレジットカード利用 
 

 

ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 1845（Law-k231845）                  

会 社 名  

TEL 

FAX 
 
E-Mail 

所 在 地  
〒  

参加者ご氏名  部課名  

〃   〃   

書類送付先  

(同上の場合記入不要)    

ご担当者                   

部課名  

TEL                    

FAX                                 

  

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。 

開 催 日 

会 場 

参 加 費 

 

 
申 込 先 

申込方法 

 


